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東京都八王子市美山町１０７６ 

医療法人社団 光生会 平川病院 

院長 平川 淳一 

電話 ０４２（６５１）３１３１ 

医療相談科 

荻生 下山 木村 市川佳奈 

菊谷 市川浩之 天野 

ソーシャルワーカーの勤務は、平日月曜日から金曜

日です。事前に電話で相談日時をお約束することも可

能です。また、当番者の出勤がある土曜日もあります。

ご用のある方は事前に、ご連絡いただくよう、よろし

くお願いいたします。 

医療相談室だより 
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令和 6 年 1 月１日発行 

相談室より 

病院ホームページもご覧ください 

要介護等認定高齢者の方の障害者控除 

本人、または扶養を受けている方が障害者である場合、確定申告などにより所得税や市民

税・都民税の所得控除を受けることができます。また、身体障害者手帳や愛の手帳等の交付

を受けていない方でも、65 歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして区市町村長

の認定を受けている場合は障害者控除の対象となります。各自治体より「障害者控除対象者

認定書」の交付を受けて、提出する必要があります。申請の一例として、以下は八王子の申

請方法を記載いたします。 

所得控除額 市民税・都民税 所得税 

障害者 ２６万円 ２７万円 

特別障害者 ３０万円（同居の場合５３万円）※ ４０万円（同居の場合は７５万円）※ 

（※特別障害者を扶養し同居している場合。詳しくは住民税課または税務署にお問い合わせ下さい。） 

＜対象となる方＞以下の要件をすべて満たす方。 

＊八王子市内に住所のある 65 歳以上の方 

 ＊介護保険の認定調査票または主治医意見書で、日常生活自立度の判定が一定基準である方。 

 ＊身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けていない方。 

  ※本制度により特別障害者控除の対象となる方は申請することが出来ます。 

＜申請方法＞窓口または、郵送にて申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※成年後見人がついている方や住所地特例者、約６か月以内の転入者、総合事業の事業対象者認定を

受けている方には別途ご用意いただく物がある場合があります。各申請窓口にお問い合わせくださ

い。詳細は、お住まいの区市町村の市役所の市民税を担当部署もしくは、税務署にお問い合わせくだ

さい。 

 

令和 5年 12 月より、ソーシャルワーカーの病棟担当を変更いたしました。 

病棟を移られた場合は状況を鑑みながら前担当者が継続して担当をもつケースもございます。 

☆東５：木村、菊谷、天野  ☆東４：木村、市川浩之 
☆東３：菊谷        ☆アネックス：下山 
☆Ａ２：荻生、市川浩之   ☆南２：下山、市川佳奈 
☆南３：木村、市川佳奈   ☆内科：天野 
担当者がご不明な場合は、お電話もしくは、受付窓口にてお問い合わせ下さい。 
 
 
 
12 月 19 日（火）より病院代表電話（042-651-3131）へのお問い合わせの初期対応を自動音声

案内へと変更いたしました。何卒よろしくお願いいたします。 
導入時間：平日（8：40～16：50） 
①入院の相談 
②医療相談員への問い合わせ 
③デイケアに関する問い合わせ 
④外来に関する問い合わせ 
⑤その他のお問い合わせ 
上記（①～⑤）以外およびご不明な場合はそのままお待ちください 
※なお、夜勤帯（16：50～翌 8：40）及び土日祝日については従来通り事務員が対応したします。 

 

ソーシャルワーカー病棟担当変更のお知らせ 

 

 

自動音声案内導入のお知らせ 

＊郵送で申請の場合 

①申請書（八王子市 HP でダウンロードできます。） 

②対象者確認書類 

 （介護保険証、健康保険証などのコピー） 

※用意できない場合は委任状（要：本人記載） 

③提出者（受取人）の本人確認書類 

 （運転免許証、健康保険証などのコピー） 

④返送用封筒 （84 円切手貼付、返信先記入） 

＊窓口で申請の場合 

①申請書 

②対象者確認書類 

（介護保険証、健康保険証など。コピー可） 

③提出者の本人確認書類 

 （運転免許証、健康保険証など） 


